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法務省行政文書管理規則案 新旧対照表 

 

 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 管理体制（第３条－第１０条） 

第３章 作成（第１１条－第１３条） 

第４章 整理（第１４条－第１６条） 

第５章 保存（第１７条－第１９条） 

第６章 行政文書ファイル管理簿（第２０条・第２１条） 

第７章 移管，廃棄又は保存期間の延長（第２２条－第２４条） 

第８章 監査，点検及び管理状況の報告等（第２５条－第２９条） 

第９章 研修（第３０条・第３１条） 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第３２条・第３３条） 

第１１章 補則（第３４条－第３６条） 

附 則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) （略） 

(2)  ｢各庁｣とは，法務局，地方法務局，矯正管区，刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所，婦人補導院，

中央更生保護審査会，地方更生保護委員会，保護観察所，法務総合研究所及び矯正研修所をいう。 

 

(3)～(6) （略） 

第２章 管理体制 

（総括文書管理者） 

第３条 法務省に，総括文書管理者を１名置くものとし，官房長とする。 

２ 総括文書管理者は，法務省における行政文書の管理に関する事務を総括する任に当たるほか，次の各号に掲げる事務を

行うものとする。 

(1) 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製 

(2) 行政文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施 

(3) 行政文書の管理に関する研修の実施 

(4) 組織の新設，改正及び廃止に伴う必要な措置 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 管理体制（第３条－第１０条） 

第３章 作成（第１１条－第１３条） 

第４章 整理（第１４条－第１６条） 

第５章 保存（第１７条－第１９条） 

第６章 行政文書ファイル管理簿（第２０条・第２１条） 

第７章 移管，廃棄又は保存期間の延長（第２２条－第２４条） 

第８章 監査，点検及び管理状況の報告等（第２５条－第２９条） 

第９章 研修（第３０条・第３１条） 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第３２条・第３３条） 

第１１章 補則（第３４条－第３６条） 

附 則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 （略） 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) （略） 

(2)  ｢各庁｣とは，法務局，地方法務局，矯正管区，刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所，婦人補導院，

中央更生保護審査会，地方更生保護委員会，保護観察所，入国者収容所，地方入国管理局，法務総合研究所及び矯正研

修所をいう。  

(3)～(6) （略） 

第２章 管理体制 

（総括文書管理者） 

第３条 法務省に，総括文書管理者を１名置くものとし，官房長とする。 

２ 総括文書管理者は，法務省における行政文書の管理に関する事務を総括する任に当たるほか，次の各号に掲げる事務を

行うものとする。 

(1) 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製 

(2) 行政文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施 

(3) 行政文書の管理に関する研修の実施 

(4) 組織の新設，改正及び廃止に伴う必要な措置 
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(5) 行政文書ファイル保存要領その他この規則の施行に関し必要な細則の整備 

（公文書監理官） 

第３条の２ 大臣官房に置く公文書監理官は，総括文書管理者の職務を助け，及び公文書管理に係る通報の処理に関する事

務を行うものとする。 

（副総括文書管理者） 

第４条 法務省に，副総括文書管理者を１名置くものとし，大臣官房秘書課長とする。 

２ 副総括文書管理者は，第３条第２項に掲げる事務について総括文書管理者及び公文書監理官を補佐するものとする。 

（主任文書管理者） 

第５条 部局及び各庁に，主任文書管理者を各１名置くものとし，部局に置く主任文書管理者は，部局の長とし，各庁に置

く主任文書管理者は，各庁の長とする。 

２ 主任文書管理者は，総括文書管理者の指示に従い，当該部局又は各庁における行政文書の管理に関する事務を総括する

任に当たるほか，次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の管理 

(2) 行政文書の管理に関する必要な改善措置の実施 

(3) 行政文書の管理に関する研修の実施 

(4) 組織の新設，改正及び廃止に伴う必要な措置 

（文書管理者） 

第６条 総括文書管理者は，部局及び各庁の各課室等の中から，その所掌事務に関する文書管理の実施責任者として，別に

定めるところにより，文書管理者を指名する。 

２ 文書管理者は，主任文書管理者の指示に従い，その管理する行政文書について，次の各号に掲げる事務を行うものとす

る。 

(1) 保存 

(2) 保存期間が満了したときの措置の設定 

(3) 行政文書ファイル管理簿への記載 

(4) 移管又は廃棄（移管・廃棄簿への記載を含む。）等 

(5) 管理状況の点検等 

(6) 行政文書の作成，標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」という。）の作成等による行政文書の整理その他行政文

書の管理に関する職員の指導等 

（文書管理担当者） 

第７条 部局及び各庁の各課室等に，文書管理担当者を各１名又は複数名置くものとし，文書管理担当者は，文書管理者が

指名する。ただし，各庁を所管する部局の長は，必要と認めるときは，当該各庁における文書管理担当者を指名すること

ができる。 

２ 前項の規定により文書管理担当者を指名したときは，速やかに主任文書管理者にその氏名又は役職等を報告しなければ

ならない。 

３ 文書管理担当者は，文書管理者を補佐し，当該課室等における行政文書の管理に関する事務を担当する。 

（監査責任者） 

第８条 法務省に，監査責任者を１名置くものとし，大臣官房秘書課長とする。 

２ 監査責任者は，法務省における行政文書の管理の状況について監査する任に当たる。 

（監査主任者） 

第９条 部局及び各庁に，監査主任者を各１名置くものとし，部局に置く監査主任者は，部局の長とし，各庁に置く監査主

任者は，各庁の長とする。 

(5) 行政文書ファイル保存要領その他この規則の施行に関し必要な細則の整備 

（新設） 

 

 

（副総括文書管理者） 

第４条 法務省に，副総括文書管理者を１名置くものとし，大臣官房秘書課長とする。 

２ 副総括文書管理者は，前条第２項に掲げる事務について総括文書管理者を補佐するものとする。 

（主任文書管理者） 

第５条 部局及び各庁に，主任文書管理者を各１名置くものとし，部局に置く主任文書管理者は，部局の長とし，各庁に置

く主任文書管理者は，各庁の長とする。 

２ 主任文書管理者は，総括文書管理者の指示に従い，当該部局又は各庁における行政文書の管理に関する事務を総括する

任に当たるほか，次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の管理 

(2) 行政文書の管理に関する必要な改善措置の実施 

(3) 行政文書の管理に関する研修の実施 

(4) 組織の新設，改正及び廃止に伴う必要な措置 

（文書管理者） 

第６条 総括文書管理者は，部局及び各庁の各課室等の中から，その所掌事務に関する文書管理の実施責任者として，別に

定めるところにより，文書管理者を指名する。 

２ 文書管理者は，主任文書管理者の指示に従い，その管理する行政文書について，次の各号に掲げる事務を行うものとす

る。 

(1) 保存 

(2) 保存期間が満了したときの措置の設定 

(3) 行政文書ファイル管理簿への記載 

(4) 移管又は廃棄（移管・廃棄簿への記載を含む。）等 

(5) 管理状況の点検等 

(6) 行政文書の作成，標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」という。）の作成等による行政文書の整理その他行政文

書の管理に関する職員の指導等 

（文書管理担当者） 

第７条 部局及び各庁の各課室等に，文書管理担当者を各１名又は複数名置くものとし，文書管理担当者は，文書管理者が

指名する。ただし，各庁を所管する部局の長は，必要と認めるときは，当該各庁における文書管理担当者を指名すること

ができる。 

２ 前項の規定により文書管理担当者を指名したときは，速やかに主任文書管理者にその氏名又は役職等を報告しなければ

ならない。 

３ 文書管理担当者は，文書管理者を補佐し，当該課室等における行政文書の管理に関する事務を担当する。 

（監査責任者） 

第８条 法務省に，監査責任者を１名置くものとし，大臣官房秘書課長とする。 

２ 監査責任者は，法務省における行政文書の管理の状況について監査する任に当たる。 

（監査主任者） 

第９条 部局及び各庁に，監査主任者を各１名置くものとし，部局に置く監査主任者は，部局の長とし，各庁に置く監査主

任者は，各庁の長とする。 
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２ 監査主任者は，前条第２項に掲げる監査について，監査責任者を補佐するものとする。 

（職員の責務） 

第１０条 職員は，法の趣旨にのっとり，関連する法令及び訓令等並びに総括文書管理者，主任文書管理者及び文書管理者

の指示に従い，行政文書を適正に管理しなければならない。 

 

第３章 作成 

（文書主義の原則） 

第１１条 （略） 

（別表第１の業務に係る文書作成） 

第１２条 （略） 

（適切・効率的な文書作成） 

第１３条 （略） 

 

第４章 整理 

（職員の整理義務） 

第１４条 （略） 

（分類・名称） 

第１５条 （略） 

（保存期間） 

第１６条 （略） 

 

第５章 保存 

（行政文書ファイル保存要領） 

第１７条 （略） 

（保存） 

第１８条 （略） 

（集中管理の推進） 

第１９条 （略） 

 

第６章 行政文書ファイル管理簿 

（行政文書ファイル管理簿の調製及び公表） 

第２０条 （略） 

（行政文書ファイル管理簿への記載） 

第２１条 （略） 

 

第７章 移管，廃棄又は保存期間の延長 

（保存期間が満了したときの措置） 

第２２条 （略） 

（移管又は廃棄） 

第２３条 （略） 

（保存期間の延長） 

２ 監査主任者は，前条第２項に掲げる監査について，監査責任者を補佐するものとする。 

（職員の責務） 

第１０条 職員は，法の趣旨にのっとり，関連する法令及び訓令等並びに総括文書管理者，主任文書管理者及び文書管理者

の指示に従い，行政文書を適正に管理しなければならない。 

 

第３章 作成 

（文書主義の原則） 

第１１条 （略） 

（別表第１の業務に係る文書作成） 

第１２条 （略） 

（適切・効率的な文書作成） 

第１３条 （略） 

 

第４章 整理 

（職員の整理義務） 

第１４条 （略） 

（分類・名称） 

第１５条 （略） 

（保存期間） 

第１６条 （略） 

 

第５章 保存 

（行政文書ファイル保存要領） 

第１７条 （略） 

（保存） 

第１８条 （略） 

（集中管理の推進） 

第１９条 （略） 

 

第６章 行政文書ファイル管理簿 

（行政文書ファイル管理簿の調製及び公表） 

第２０条 （略） 

（行政文書ファイル管理簿への記載） 

第２１条 （略） 

 

第７章 移管，廃棄又は保存期間の延長 

（保存期間が満了したときの措置） 

第２２条 （略） 

（移管又は廃棄） 

第２３条 （略） 

（保存期間の延長） 
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第２４条 （略） 

 

第８章 監査，点検及び管理状況の報告等 

（監査） 

第２５条 （略） 

（点検） 

第２６条 （略） 

（評価及び見直し） 

第２７条 （略） 

（紛失及び誤廃棄への対応） 

第２８条 （略） 

（管理状況の報告等） 

第２９条 （略） 

 

第９章 研修 

（研修の実施） 

第３０条 （略） 

（研修への参加） 

第３１条 （略） 

 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３２条 （略） 

（特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書の管理） 

第３３条 （略） 

 

第１１章 補則 

（行政文書の接受等の取扱い） 

第３４条 （略） 

（法令等に基づく特別の定め） 

第３５条 （略） 

（細則） 

第３６条 （略） 

 

附 則 

１ この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

２ 法務省行政文書管理規程（平成１３年法務省秘文訓第３４０号大臣訓令）は，廃止する。 

附 則（平成２６年２月１０日付け法務省秘文訓第１号） 

この訓令は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年６月３０日付け法務省秘文訓第２号） 

この訓令は，平成２６年７月１日から施行する。 

第２４条 （略） 

 

第８章 監査，点検及び管理状況の報告等 

（監査） 

第２５条 （略） 

（点検） 

第２６条 （略） 

（評価及び見直し） 

第２７条 （略） 

（紛失及び誤廃棄への対応） 

第２８条 （略） 

（管理状況の報告等） 

第２９条 （略） 

 

第９章 研修 

（研修の実施） 

第３０条 （略） 

（研修への参加） 

第３１条 （略） 

 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

（特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３２条 （略） 

（特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保全を要する行政文書の管理） 

第３３条 （略） 

 

第１１章 補則 

（行政文書の接受等の取扱い） 

第３４条 （略） 

（法令等に基づく特別の定め） 

第３５条 （略） 

（細則） 

第３６条 （略） 

 

附 則 

１ この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 

２ 法務省行政文書管理規程（平成１３年法務省秘文訓第３４０号大臣訓令）は，廃止する。 

附 則（平成２６年２月１０日付け法務省秘文訓第１号） 

この訓令は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年６月３０日付け法務省秘文訓第２号） 

この訓令は，平成２６年７月１日から施行する。 
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附 則（平成２７年４月１日付け法務省秘文訓第１号） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，第２条第１号の改正規定は，法務省組織令の一部を改正する

政令（平成２７年政令第１８３号）の施行の日（平成２７年４月１０日）から施行する。 

（法務省秘密文書等取扱規程の廃止） 

２ 法務省秘密文書等取扱規程（昭和５９年１０月１日付け秘総訓第７２３号大臣訓令。以下「旧規程」という。）は廃止す

る。 

（経過措置） 

３ 旧規程第４条の規定によりなされた秘密の指定で，現に効力を有するものは，この訓令による改正後の法務省行政文書

管理規則（以下「新規則」という。）第３３条の規定によりなされた秘密文書の指定とみなす。この場合において，旧規程

第３条第１号の極秘は新規則第３３条第１項第１号の極秘文書と，旧規程第３条第２号の秘は新規則第３３条第１項第２

号の秘文書とみなす。 

４ 指定者は，前項の規定により秘密文書とみなされたものについて，秘密文書の区分及び指定期間の見直し並びに秘密文

書管理簿への登載など，新規則に基づいた適正な管理のために必要な措置を，平成２９年度末までに講じるものとする。 

附 則（平成２８年６月１日付け法務省秘文訓第２号） 

この訓令は，平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２９日付け法務省秘文訓第２号） 

この訓令は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年 月 日付け法務省秘文訓第 号） 

この訓令は，平成３１年４月１日から施行する。 

 

別表第１ 行政文書の保存期間基準 

 

事 項 

 

 

業務の区分 

 

 

当該業務に係る行政文書の類型

（施行令別表の該当項） 

 

 

保存期間 

 

 

具体例 

 

（略） 

31 恩赦等に関する事項 （(1),(2) 略） 

(3)恩赦に係る事務の管理に関

する重要な経緯 

①復権候補者名簿 常用  

②恩赦上申簿 全ての案

件のうち

最も遅い

恩赦状交

付日又は

不相当通

知日に係

る特定日

以降10年 

（略） 

附 則（平成２７年４月１日付け法務省秘文訓第１号） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，第２条第１号の改正規定は，法務省組織令の一部を改正する

政令（平成２７年政令第１８３号）の施行の日（平成２７年４月１０日）から施行する。 

（法務省秘密文書等取扱規程の廃止） 

２ 法務省秘密文書等取扱規程（昭和５９年１０月１日付け秘総訓第７２３号大臣訓令。以下「旧規程」という。）は廃止す

る。 

（経過措置） 

３ 旧規程第４条の規定によりなされた秘密の指定で，現に効力を有するものは，この訓令による改正後の法務省行政文書

管理規則（以下「新規則」という。）第３３条の規定によりなされた秘密文書の指定とみなす。この場合において，旧規程

第３条第１号の極秘は新規則第３３条第１項第１号の極秘文書と，旧規程第３条第２号の秘は新規則第３３条第１項第２

号の秘文書とみなす。 

４ 指定者は，前項の規定により秘密文書とみなされたものについて，秘密文書の区分及び指定期間の見直し並びに秘密文

書管理簿への登載など，新規則に基づいた適正な管理のために必要な措置を，平成２９年度末までに講じるものとする。 

附 則（平成２８年６月１日付け法務省秘文訓第２号） 

この訓令は，平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２９日付け法務省秘文訓第２号） 

この訓令は，平成３０年４月１日から施行する。 

（新設） 

 

 

別表第１ 行政文書の保存期間基準 

 

事 項 

 

 

業務の区分 

 

 

当該業務に係る行政文書の類型

（施行令別表の該当項） 

 

 

保存期間 

 

 

具体例 

 

（略） 

31 恩赦等に関する事項 （(1),(2) 略） 

(3)恩赦に係る事務の管理に関

する重要な経緯 

①復権候補者名簿 10年  

②恩赦上申簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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（項を削る。）  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

（項を削る。）     

 

 

 

38 

 

統計調査（統計法（平成19

年法律第53号）に基づく統

計）に関する事項 

統計調査に関する重要な経緯 ①統計の企画立案に関する

経緯が記録された文書 

５年 

 

 

 

 

 

 

 

・基本方針 

・基本計画 

・要領 

②統計の承認に関する経緯

が記録された文書 

・承認申請書 

 

③統計の実施に関する経緯

が記録された文書 

・実施案 

・事務処理基準 

④統計の集計結果に関する

文書 

・調査報告書 

（略） 

 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移管・廃棄）の判断については，

以下の(1)～(6)に沿って行うものとし，いずれかの基準において移管と判断される場合には移管するものとする。 

(1) 業務単位での保存期間満了時の措置 

① 別表第１に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置については，次の表（用語の意義は，

38 

 

 

 

出入国管理基本計画の策定

に関する事項 

 

 

出入国管理基本計画に関する

立案の検討及び他の行政機関

への協議その他の重要な経緯 

 

①出入国管理政策懇談会等

における立案の検討に関

する文書 

10年 

 

 

 

・開催経緯 

・議事の記録 

・配布資料 

・中間報告，最終報告， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提言 

②立案の検討に関する調査

研究文書 

・出入国管理行政関係意 

見聴取会その他の関係 

者等のヒアリング 

・任意のパブリックコメ 

ント 

③行政機関協議文書 ・各省への協議案    

・各省からの質問・意見 

・各省からの質問・意見 

に対する回答 

④法務大臣の決定内容又は

了解内容が記録された文

書 

・出入国管理基本計画 

 

 

39 出入国管理行政に係る法務

大臣の施設の指定等に関す

る事項 

 

出入国管理行政に係る法務大

臣の施設の指定等に関する立

案の検討その他の重要な経緯 

①立案の検討に関する文書 10年 ・上申書 

②指定等を求めるための決

裁文書 

・指定等の通知案 

40 

 

統計調査（統計法（平成19

年法律第53号）に基づく統

計）に関する事項 

統計調査に関する重要な経緯 ①統計の企画立案に関する

経緯が記録された文書 

５年 

 

 

 

 

 

 

 

・基本方針 

・基本計画 

・要領 

②統計の承認に関する経緯

が記録された文書 

・承認申請書 

 

③統計の実施に関する経緯

が記録された文書 

・実施案 

・事務処理基準 

④統計の集計結果に関する

文書 

・調査報告書 

（略） 

 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

１ （略） 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移管・廃棄）の判断については，

以下の(1)～(6)に沿って行うものとし，いずれかの基準において移管と判断される場合には移管するものとする。 

(1) 業務単位での保存期間満了時の措置 

① 別表第１に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置については，次の表（用語の意義は，
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別表第１の用語の意義による。）の右欄のとおりとする。 

 

事項 業務の区分 保存期間満了時の措置 

（略） 

36 人権侵犯事件に係る調査並びに被害者の

救済及び予防に関する事項 

調査救済に関する重要な経緯 以下について移管 

・人権侵犯事件記録のうちその後の 

政策立案等に影響を与えた重大事

件に関するもの  

（略） 

（項を削る。） 

 

（項を削る。） 

 

38 統計調査（統計法（平成19年法律第53号）

に基づく統計）に関する事項 

統計調査に関する重要な経緯 以下について移管 

・基幹統計調査の企画に関する文書 

及び調査報告書 

・一般統計調査の調査報告書 

② （略） 

 (2)～(6) （略） 

別表第１の用語の意義による。）の右欄のとおりとする。 

 

事項 業務の区分 保存期間満了時の措置 

（略） 

36 人権侵犯事件に係る調査並びに被害者の

救済及び予防に関する事項 

 

調査救済に関する重要な経緯 廃棄 

    

（略） 

38 

 

出入国管理基本計画の策定に関する事項 

 

出入国管理基本計画に関する立案の検討その

他の重要な経緯 

移管 

39 出入国管理行政に係る法務大臣の施設の

指定等に関する事項 

出入国管理行政に係る法務大臣の施設の指定

等に関する立案の検討その他の重要な経緯 

廃棄 

40 統計調査（統計法（平成19年法律第53号）

に基づく統計）に関する事項 

統計調査に関する重要な経緯 以下について移管 

・基幹統計調査の企画に関する文書 

及び調査報告書 

・一般統計調査の調査報告書 

② （略） 

 (2)～(6) （略） 

 

 


